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平成１８年１０月１日、運輸安全一括法の施行により道路運送法が改正さ

れたことに伴い、輸送の安全を確保するために守るべき事項を定めた「東京

都交通局自動車事業安全管理規程（以下、「安全管理規程」という。）」を制定

しました。 

  この安全管理規程に基づき、輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行

(Do)、評価(Check)、改善(Act)を確実に実行することにより、絶えず安全を

見直し、安全性の向上に努めていきます。 

また、安全管理規程第１７条及び旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の

７第１項の規定に基づき、輸送の安全に関する情報を公表します。 
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１．輸送の安全に関する基本的な方針 

（１）安全方針 

    東京都交通局では、輸送の安全を確保するため、安全に係る基本的な姿勢を示

した「安全方針」を定め、全職員が一丸となって事故防止に努めるとともに、常

に安全を最優先として取り組んでいます。 

    「安全方針」には、安全・安心を第一の課題と位置づけ、職員のなすべき４つ

の基本的事項が定められています。 

    

安 全 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）安全を最優先する意識の徹底 

   安全が最も重要であるという意識を徹底させるため、「安全方針」を全職場に掲

示するなど、全職員への周知を図っています。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ▲安全方針の掲示 

 

 
私たちは、お客様の安全・安心を何よりも大切にし、災害に強く、 

事故のない都営交通をめざします。 
 

このため、 

○ 決められたルールを確実に守ります。 

○ 日頃から情報を共有し、事故の“芽”を摘むことに努めます。 

○ 安全・安心な車両、設備などの提供に努めます。 

○ 安全を守るための取組を絶えず見直し、改善に努めます。  
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２．輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況  

（１）平成２１年度の目標の達成状況 

平成２１年度の安全に関する目標及び当該目標の達成状況は以下のとおりです。 

事故の発生件数は、約１７．７％減少、車両故障の発生件数は、約３０．７％減

少で、ともに目標を達成することができました。 

 

目  標 実  績 

○ 事故発生件数（有責）を対前年度

比１０％削減し、４１１件以下とする。 

   （うち、人身事故は２０％削減し、 

１７８件以下とする。） 

  

 

 

○ 路上故障発生件数を対前年度比 

１５％削減し、１０８件以下とする。 

 

 

○ 有責事故（当方に過失のある事故）の

発生件数は、２０年度４６２件に対し、

２１年度は３８０件であり、８２件（約

１７．７％）減少した。 

うち、人身事故は２０年度２３１件に

対し、２１年度は１７８件であり、５３

件（約２２．９％）減少した。 

 

○ 車両故障の発生件数は、２０年度  

１２７件に対し、２１年度は８８件であ

り、３９件（約３０．７％）減少した。 

 

 

（２）平成２２年度の目標 

 

平成２２年度目標 

 

 

 

 

 

平成２２年度は、昨年度に引き続き、事故及び車両故障の削減を目標に掲げま 

した。 

事故の発生件数は、平成２１年度の実績から、さらに１０％の削減に取り組み

ます。そのうち人身事故の削減については重点項目として１０％の削減目標を設定

しました。平成２２年度も引き続き、日常の運行管理の徹底、事故の分析に基づく

事故防止対策の推進、安全研修の充実、運転訓練車を活用した研修の実施等により、

目標達成に努めてまいります。 

   車両故障の発生件数については、前年度より大幅に減少し、平成２１年度の目標

○ ２１年度事故発生件数３８０件を１０％削減し、３４２件以下とする。 

     （うち、人身事故は２１年度１７８件を１０％削減し、１６０件以下とする。） 

 

○ ２１年度路上故障発生件数８８件を１０％削減し、８０件以下とする。 
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を達成することができました。引き続き予防保全について継続的な取組みを実施し、

１０％の削減に取り組みます。 

 

３．自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

  平成２１年度、自動車事故報告規則第２条に該当し、国土交通省へ報告した事故件

数は１００件でした。事故の内容については以下のとおりです。   

                  

平成２１年度事故報告規則第２条に基づく報告内容 
                

事故の内容 件数 根拠規程 

車両火災    １件 第１号 

歩行者等との接触    ４件 第３号 

オートバイとの接触    ２件 第３号 

タクシーとの接触    １件 第３号 

発車時・急停車等による車内転倒   ２件 第３号 

乗務員疾病による運行中止   ２件 第９号 

自動車の装置の故障 ８８件 第１１号 

合   計 １００件 --- 

 

 

（参考）道路運送法第２９条に基づき国土交通大臣に届け出る事故（抜粋） 

自動車事故報告規則（第２条）  
    第１号 自動車が転覆し、転落、火災（積載物品の火災を含む）を起こし、または、踏切 

において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 

     第３号 死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は第３号（※１） 
に掲げる傷害を受けた者をいう。）を生じたもの 

      第７号 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動 
車損害賠償保障法施行令第５条第４号（※２）に掲げる傷害が生じたもの 

      第９号 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 
（運行を途中で中止した場合） 

      第１１号 自動車の装置（道路運送車両法第４１条各号に掲げる装置）の故障により、自 
動車が運行できなくなったもの 

 
※１：１４日以上の入院又は、入院を要し治療を要する期間が３０日以上のもの等  
※２：１１日以上の治療を要するもの 
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４．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

(１) 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統は、以下のとおりです。局長は、

安全統括管理者、運行管理者、整備管理者を選任し、責任ある安全管理体制を構築

しています。また、各々の責任と権限を安全管理規程（第８条）に定め、明確にし

ています。  
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(２) 重大事故、災害等に対応する場合の組織体制及び指揮命令系統 

   重大事故等が発生した場合の組織体制及び指揮命令系統は以下のとおりです。事

故発生時の対応は、基本的に営業所単位で行いますが、被害の影響が甚大である場

合、ブロック単位を原則としてそれぞれの営業所、支所相互での応援体制をとるこ

とになっています。 

   また、大規模災害等の発生時においては、災害対策本部を設けて対応しています。 
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５．輸送の安全に関する重点施策 

安全方針に基づく、平成２１年度の自動車事業におけるの交通局の重点施策は以下

のとおりです。 

 

(１) 関係法令及び安全管理規程の遵守 

 

(２) 職務、職責に応じた教育訓練及び研修の計画的な実施  

 

   (３) 連絡体制の強化と情報の共有化による事故の未然防止  

 

(４) 事故防止に資する車両、設備等の効率的かつ効果的な更新整備等 

 

(５) 内部監査の的確な実施と是正、予防措置等の継続的な改善  
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６．輸送の安全に関する計画   

(１) 平成２１年度安全重点施策の実施状況 

安全重点施策に基づく具体的な取組については、以下のとおりです。 

 

 

① 日常の運行管理の徹底           

全国交通安全運動期間、自動車輸送安全 

総点検実施期間、都営交通安全の日等にお 

いて、本局職員による点呼立会及び街頭指 

導を実施し、指導強化を図りました。 

 また、点呼立会時の指摘事項について、 

改善を徹底しました。      

                                      ▲安全統括管理者による早朝点呼立会 

 

② 運転訓練車の活用による事故の削減及び未然防止 

研修所で実施する自動車運転新任フォローアップ科や安全運転特別指導科

等でバス運転訓練車を活用した研修を実施しました。 

           また、各自動車営業所に運転訓練車を出張させ、運転状況の診断、個別デ

ータによる指導を行いました。 

 

③ 安全研修の充実 

安全研修を充実するため、ドライブレコーダー映像の編集方法等の講習を実施

するとともに、産業医や保険会社のコンサルタントを講師とした講義内容を

DVD に収録し、各営業所に配布しました。                   
また、車両の点検方法及び車両構造について、専門知識を持つ整備管理者を講

師とした安全研修を実施しました。  
 

④ ヒヤリ・ハット情報等の収集と活用 

「都営交通安全の日」のアンケートで収集したヒヤリ・ハット情報を、分

類・整理して、危険予知訓練を目的とした研修資料を作成し、安全研修で活

用しました。 

また、収集したヒヤリ・ハット事例や事故事例を用い、なぜなぜ分析の手

法を用いて事故分析を行い、事故の背後要因を究明しました。 
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▲ドライブレコーダーの映像                ▲安全研修の様子 

 

⑤ 事故の分析に基づく事故防止対策の推進 

各営業所において、事故削減に向けた年間目標を設定し、目標管理シートに

より四半期毎に取組を検証しました。 

各運動期間中を中心に、発進時及びドア開閉時の安全確認を重点項目に掲げ、

自ら防ぐことのできる事故の削減に取り組みました。  

 

⑥ 予防保全の実施による車両故障の削減 

     各所において、路上故障削減に向けた年間目標を設定し車両整備目標管理シ

ートを作成し、月毎の重点項目を決め、作業に取り組みました。 

     また、各所で交換基準を基に部品交換の優先順位を決め、整備計画を作成し、

定期交換作業に取り組みました。 

     発生した路上故障については、全所で情報を共有し車両の点検を強化するこ

とで、故障の再発予防に取り組みました。 

 

   ⑦ 内部監査の有効性向上 

     内部監査の有効性向上のため、「内部監査手順」の改訂を行うともに、内部

監査員スキルアップ研修を、監査を実施する担当チーム毎に、実戦形式で実施

しました。     

  

⑧ 自主監査の強化 

全営業所・支所及び自動車工場に対して、本局職員による自主監査を実施し

ました。 

     指摘事項については、全所から改善報告書を提出させ、再度改善確認監査等

を実施し、改善が図れていること確認しました。 
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(２) 平成２１年度安全重点施策以外の実施状況 

安全重点施策以外の安全に関する主な取組については、以下のとおりです。 

 

① 事故災害時の情報伝達訓練の実施  

都営バスでは、乗務員から営業所、警察等への連絡や近隣営業所との連携な

ど、事故発生時に迅速に対応できるよう、大規模な事故を想定した情報伝達訓

練を年１回実施しています。 

平成２１年度は、１１月２７日、江戸川自動車営業所臨海支所構内におい

て、道路上の落下物を避けようとした都営バスが道路左側の電柱に衝突して乗

務員が意識を失い、複数のお客様が負傷したという想定で訓練を実施しました。

今回の訓練では、予め訓練参加者には被害想定を通知しないなど、より実践的

な訓練となるよう工夫をしました。また、応急手当普及員による心肺蘇生法及

びＡＥＤ機器の操作説明と演習も実施しました。 

 

      
      ▲ＡＥＤ操作説明              ▲負傷者救護訓練の様子 

 

② 各種会議の定期的な開催による連絡体制の強化 

毎月１回、「自動車部安全対策会議」「統括運行管理者会議」「整備管理者会

議」を開催し、事故分析に関する情報の共有、車両整備に関するヒヤリ・ハ

ット情報の共有、輸送の安全に関する連絡調整等を行い、連絡体制の強化を

図りました。 

 

③ ブロック別小委員会の開催による事故防止対策の推進 

安全対策推進委員会の方針を受けて、ブロック別小委員会をブロックごとに

開催（５月、７月、１２月、３月）し、他の営業所と情報を交換するなど、

事故防止対策や飲酒事故防止対策についての検討を行いました。 

 

④ 職場懇談会の開催による情報の共有化 

安全統括管理者と現場職員との意思疎通を図るため、安全統括管理者が直接

現場へ出向き安全に関する意見交換を行う職場懇談会を、各営業所において        
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月１回開催しています。 

平成２１年度は、４月に実施した渋谷自動車営業所を初めとして、１１営

業所及び自動車工場において実施しました。 

 

⑤ 整備情報の一元化 

自動車工場に集約した各所の故障データや部品交換履歴を週毎にまとめ、毎週

各所に配信することで整備情報の共有を図りました。 
      

⑥ 車両整備機器の計画的な更新        

車両保守の安全管理体制を充実させ、 
安全で安心な車両を提供するために、 
ツインリフト、タイヤ交換機、温水式 
洗浄機、エアコンプレッサーなどの 
車両機器を計画的に更新しました。 

                              

⑦ 車両保全 

車両移動時における車両後方の視認性 
向上のため、21 年度はバックアイカメラ 
搭載の一般路線バスを 104 両導入、また 
既存の一般路線バス 50 両に後付けしまし 
た。                      ▲バックアイカメラ  

 

⑧ 関東運輸局東京運輸支局による監査の指摘内容と改善処置 
平成２２年３月２９日、北自動車営業所にて巡回監査が実施され、「運転者

に対する輸送の安全確保についての指導監督が不適切であったこと」につい

て指摘を受けました。 
このことを踏まえ、今後改善を図ってまいります。 

 

(３) 平成２２年度の安全重点施策 

① 日常の運行管理の徹底 

② バス運転訓練車を活用した研修の実施 

③ 安全研修の充実 

④ ヒヤリ・ハット情報の収集と活用 

⑤ 事故の分析に基づく事故防止対策の推進 

⑥ 予防保全の実施による車両故障の削減 

⑦ 内部監査の有効性向上               ▲運転訓練車  
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７．輸送の安全に関する予算等の実績額 

  平成２１年度の輸送の安全に関する実績額及び平成２２年度の予算額は、以下のと

おりです。 

                                 （単位：千円） 

項     目 ２１年度実績額 ２２年度予算額 

安全運行対策費用 ３１４，８９３ ３２７,９０８ 

運行管理機器の整備及び保守 １３４,７７２    １４６,５８９ 

運行管理・指導に係る費用 ２０,７９１     ７６,３５０ 

車両の整備 ８８４,２４０    ９８４,４０４ 

停留所設備の整備 １４,３２０     ３１,７５９  

合     計  １,３６９,０１６ １,５６７,０１０ 

 

８．事故、災害等に関する報告連絡体制 

  事故、災害が発生した場合における報告連絡体制については、安全管理規程第１３

条第１項に定めています。 

 

９．安全統括管理者 

  東京都交通局長は、道路運送法第２２条の２第２項４号の規定により、以下のとお

り安全統括管理者を選任しています。 

 

氏 名 役 職 期     間 

斎藤 信 自動車部長 平成１９年６月 １日～平成２１年７月１５日 

松下 義典 自動車部長 平成２１年７月１６日～ 

 

 

10．東京都交通局自動車事業安全管理規程 

道路運送法第２２条の２第１項の規定に基づき、「東京都交通局自動車事業安全管

理規程」を別紙のとおり定めています。 
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11．輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

   安全管理規程第１４条に基づき、目標を達成するために必要な人材を育成する教

育及び研修について、交通局研修所で年間計画を作成し実施しています。 

悉皆となる新任研修や現任研修では、必ず安全管理、危機管理に関する科目を設

け実施しています。また、平成２０年度から、各営業所で全ての乗務員を対象とし

た安全研修を開始しました。今年度は、乗務員一人あたり４回実施する予定です。

この他、法定研修等については、外部の研修を受講させています。平成２２年度の

計画は以下のとおりです。 

平成２２年度研修実施計画（研修所実施） 

対象者 研修名 実施予定 人数 備考 

行政系職員新任科 ４月 ２０  

転入職員科 ４月 ４０  

行政系職員 

転入管理職員科 ４月、７月 ２０ ２回 

運輸事務職科 ３月 未定  

運輸職員運行管理科（一般）Ａ ６月 ７  

運輸職員運行管理科（一般）Ｂ ７月 ４０ ２回 

運輸職員運行管理科（主任） ５月 ２０  

運輸職員運行管理科（係長） ５月 １５  

運輸系職員 

自動車事故防止ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ科 ４月 １７  

自動車運転新任科 採用時 未定  

自動車新任ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ科 ９月 ５４ １０回 

自動車運転現任科 ６月、１１月 ３６０ ２０回 

技能主任科（自動車運転） ５月 ７０ ２回 

自動車運転指導運転手科 １２月 １２ ２回 

自動車安全運転特別指導科 ５月、１２月 １２ ２回 

自動車運転適性検査科 随時 ７００ １６４回 

乗務員 

SAS(睡眠時無呼吸症症候群)科 随時 ６３０ ４５回 

交通技能新任科(前倒し実施) ２２年３月 ３１  

交通技術職科 ３月 未定  

自動車技術科 ８月 ２０  

自動車技能科 １２月 ２０  

自動車整備安全科 ９月 ２０  

車両整備職員 

技能主任科（交通技能） ６月 ７  

全職員 事故防止科 ６月 ５００ ２回 

 ※ 一部の研修については、他部の人数も含み、２２年度安全マネジメントのカリキ

ュラムの実施しない研修を含む。  
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平成２２度研修実施計画（外部研修等） 

 

対象者 研修名 実施予定 人数 備考 

運行管理者等指導講習（基礎） ６月 ２０ 

運行管理者等指導講習（一般） ６月 ２００ 

運輸系職員 

運行管理者等指導講習（特別） 随時  １０ 

自動車事故対

策機構 

      

乗務員 安全研修 四半期毎 全乗務員 営業所実施 

営業所全職員 普通救急救命講習 随時 1,000 各消防署 

省エネルギー運転研修 ６月 ３ 

運行管理者研修 ７月 ７ 

公営交通事業

協会 

運輸系職員 

旅客自動車運転者課程研修 ６月 ７ 安全運転中央研

修所 

整備管理者研修  １１月 ４０ 

指定整備事業者研修  ２月 ３ 

整備主任者研修  ９月 ６５ 

整備主任者実技講習 7，9，10 月 １８ 

自動車検査員研修  ７，８月 ５１ 

東京運輸支局 車両整備職員 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューマンエラー監督者研修 

 

 ６月 

 

３ 

ヒューマンファ

クター研究セン

ター他 

※ 一部の研修については、他部の人数も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲研修用に作成したＤＶＤ              ▲交通局研修所（東雲庁舎） 
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12．輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容   

  安全統括管理者は、安全管理規程第１５条に基づき、安全マネジメントの実施状

況を点検するため、年１回輸送の安全に関する内部監査を実施しています。 

  平成２１年度の内部監査は、以下のとおり実施しました。 

 

   ○ 内部監査実施状況 

      実 施 日：平成２１年１２月 

      重点項目：①各部門で行われている安全への取組がＰＤＣＡサイクルで行

われているかの確認 

②前回内部監査の不適合事実の改善状況（改善効果の把握）の

確認 

③運輸安全マネジメント評価報告書への対応状況の確認 

④国へ提出した再発防止対策の実施状況の確認  

     監査結果（主な指摘等） 

① 観 察 

「部で実施している自主監査において、安全マネジメントファイリン

グ関係について昨年と同じ指摘を受けている営業所があった。」 

       〈概 要〉 

             自動車部で実施している自主監査において、安全マネジメントフ

ァイリング関係の同じ指摘が、２０年度・２１年度と同一営業所で

上がっており、指摘事項の是正は行われていたが、当該営業所にお

いてＰＤＣＡが有効に機能していないと思われるので、来年度も同

様な指摘を受けていないか注視する必要があるので、観察事項とな

りました。 

今後、同じ指摘を受けないよう営業所を指導して参ります。 

 

       ② 賞 賛 

        「営業所ごとに目標管理シートによる自立的な事故削減に取組み、成

果が認められる。」  

         〈概 要〉 

           営業所ごとに目標管理シートを作成し、事故削減数・強化する

取組み等の目標を設定しており、監査時点では、２０年度同時期

より事故件数が減少するなど、有効に機能していることが「賞賛」

と評価されました。                  




